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Loss Prevention Circular No. 17-08 
 
 
Dry Cargo残滓の排出及び処分 －五大湖地域に関するU. S. Coast Guard規則 
 
  
 
長年に渡り、U.S. Coast Guard はバラ積み貨物の積荷・揚荷中に生ずる  dry cargo 
残滓を船外へ掃き捨てられていることを黙認してきました。この事象では、五大湖地域に鉱石や

鉱物貨物を輸送する船舶が主となっています。しかし、最近になり環境グループがこの事象に注

目し始め、規則化あるいはこういった実務を廃止すること求めるようになりました。ある種の報

告では、毎年五大湖に掃き捨てられる鉱物は毎年百万ポンドとした想定がなされています。 
  
2008年9月29日付け、USCG 
は五大湖でのそれら残滓の排出に関する暫定規則を発行し、最終規則を制定する2009年1月15日ま

でを猶予期間としてパブリックコメントを求めています。 
  
その規則は、それら残滓の船外への掃き捨てを一定の限度と規制の下で概ね認めるとしています

。従前は認められていましたが、排出を規制する環境に敏感で保護するとした地域を設けており

、新たに記録の保管と報告義務を規定しています。同規則は、dry cargo 
残滓の処分を減らし、環境への影響を低減する目的で求められる自発的方法を提案しています。 
  
同規則は次の Federal Register で見ることができます。 
http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/F8-22670.pdf  
  
新規則でもっとも時間を要するのは、記録の保管と報告であろうと思われます。各船はDry Cargo 
Residue log の備え付け、積荷と揚荷、sweeping 
の方法と量、残滓を制限し低減するどのような手段を用いたかを記録するよう求められます。こ

れらの記録は少なくとも2年間本船上に保管され、その写しを四半期ごとに U.S.Coast Guard に e-
mail、fax あるいは郵送によって報告しなくてはなりません。記録は Cost Guard Form CG-33 
を用い、そのForm と報告先住所等は on-line で U.S. Coast Guard 
の次のホームページで見ることができます。 
http://www.uscg.mil/hq/cg5/CG522/cg52224/dry_cargo.asp 
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